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⽇本原燃における
査察⽤封印き損に対する

再発防⽌対策の実施状況について

2020年12⽉22⽇
⽇本原燃株式会社
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Ⅰ 再処理⼯場ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
における査察⽤封印き損に対する
再発防⽌対策の実施状況について
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5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉

濃
縮
⽔
平
展
開

全査察⽤封印の⽬視確認

①防護措置検討・実施

②リスク評価の標準類への盛込み
検討・実施

③⼯事等作業時の作業前後の封
印健全性確認

③周知、保安教育資料改訂
（事例追加）

再
処
理
再
発
防
⽌
対
策

①リスク評価実施の標準類への盛
込み検討・実施

②⼯事等の作業前後における封
印健全性確認

（濃縮事業部へ⽔平展開）
③再処理⼯場朝会
（濃縮事業部へ⽔平展開）
④封印健全性確認のための巡視

教
育

①保安教育（き損防⽌）

②保障措置教育（1回/年）
（濃縮事業部へ⽔平展開）

防護対象箇所の情報提供
▼

保全実施細則改正 運⽤開始（9/17）

き損防⽌マニュアル
新規制定

改訂版作成 次年度運⽤開始

運⽤開始（9/17）

社員︓eラーニング
協⼒会社︓安推協にて教育

★8/5
CAにおける封印き損

★NRA面談9/9
★原子力規制委員会9/16

完了（11/17）

★3/27
濃縮における封印き損

近傍作業および防護措置の確認（毎朝）

現場巡視（1回/週）

5/11~5/14

防護方法検討・部品調達・防護措置実施

▼協⼒会社︓安推協にて周知教育
社員︓eラーニング

再処理⼯場におけるき損防⽌対策

保障措置業務の総括部署である核物
質管理課のき損防⽌に対する関与が薄
かったことが原因で左記対策が機能せず、
CAのき損が発⽣した。再処理再発防⽌
対策にて新たに取り組むこととした。

保安教育の継続実施（新規、3年に1回）

▼協⼒会社︓安推
協にて周知教育
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再処理⼯場におけるき損防⽌対策

対策②︓濃縮⼯場き損事例の周知
対象者︓再処理事業部および技術本部（役員、⻑期休務者除く）

協⼒会社（管理区域内作業の無い再処理 安全推進協議会加盟会社を除く）
実 績︓2020年8⽉完了（社員2087/2153名、協⼒会社67/87社）

︓保安教育資料等の改訂
保安教育資料に濃縮⼯場き損事例を追加することとしていたが、CAの封印き損事象を受け
て、教育の位置づけや内容を⾒直し、再処理⼯場の再発防⽌対策に含めて実施することと
した。
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２.再処理⼯場における封印き損事象に対する再発防⽌対策
CAにおける封印き損は以下の写真に⽰すように、⾼所・狭隘部での⾜場解体時に発⽣した。このよ
うな作業環境下にある査察機器・封印に対しては、保障措置業務の総括部署（核物質管理課）
が具体的な防護措置を指⽰する必要があったが、き損防⽌に関する関与が薄く、き損発⽣の根本
原因となった。そのため、核物質管理課が主体的に再発防⽌対策（以下、対策①〜④）を実施
する。再発防⽌対策を計画するにあたっては、⽔平展開による保護カバーの設置が完了していたとし
ても、本き損事象のように⼯事により使⽤される⾜場材等によるき損は防げないと考えられるため、想
定されるき損リスクに応じた対策を実施している。また、査察機器・封印をき損させた場合に速やかに
⼯事主管部署に報告がなされなかったことも問題であり、全ての社員、協⼒会社に対して保障措置
の重要性を認識させるための教育（以下、対策⑤）を継続的に実施する。

再処理⼯場におけるき損防⽌対策

作業環境1（作業場所は床面から6.5m）

作業場所

作業環境2（下から撮影）

作業員

作業者

作業環境3（上から撮影）

封印ワイヤ

査察封印

査察封印

査察封印
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再処理⼯場におけるき損防⽌対策
２.再処理⼯場における封印き損事象に対する再発防⽌対策（続き）

対策①︓ 査察機器・封印近傍での⼯事等の作業の洗い出し
近傍作業で想定されるき損リスクの評価

対策②︓ 作業開始前のき損防⽌対策の計画・実施
⼯事主管部署への実施完了の周知
作業着⼿前および作業完了後の健全性確認

対策③︓ 再処理⼯場朝会でのき損防⽌対策の確認
対策④︓ 封印健全性確認のための現場巡視
対策⑤︓ 保障措置の重要性、き損に対する報告を徹底するための教育
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再処理⼯場におけるき損防⽌対策
対策①から④の実施フローを以下に⽰す。
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再処理⼯場におけるき損防⽌対策
対策⑤の実施内容を以下に⽰す。
保障措置の重要性に対する意識が無かったため、き損が発⽣しても報告されないという結果に⾄った。保
障措置の重要性を意識づける取り組み・教育が不⾜していたことが原因であり、全社員・協⼒会社を対
象に以下の項⽬について教育し、査察機器・封印のき損防⽌に取り組む。
 保障措置・査察機器とは何か
 保障措置におけるき損等のトラブルがどのような影響を⽇本原燃および⽇本国に及ぼすのか
 封印き損を防⽌するための遵守事項
 き損させたときの速やかな連絡の徹底等

①⼊所時教育（保安教育）
・教育対象者︓全ての放射線業務従事者
・実施頻度 ︓⼊所時および3年に1回
・実 績 ︓継続実施中

②保障措置の重要性を認識させるための教育
・教育対象者︓全社員（役員、パート、派遣社員含む）

協⼒会社（再処理 安全推進協議会加盟会社）
・実施頻度 ︓年1回（2020年は10⽉〜12⽉に実施）
・実 績 ︓社員3406／3509名（完了︓⻑期休務者を除く）

協⼒会社86／87社（完了︓1社はJVで個別に実施済み）
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再処理⼯場におけるき損防⽌対策
3.ウラン濃縮⼯場への⽔平展開
①濃縮事業部朝会での情報共有
査察封印近傍作業について朝会にて報告する。

②作業前後における健全性確認
保障措置業務の統括部署である運営管理課が査察封印近傍作業を統括・管理し、確認結果のエ
ビデンスを記録する。

③保障措置教育
全社員に対して保障措置の重要性を認識させるための教育を実施する。
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Ⅱ ウラン濃縮⼯場 Ｂウラン貯蔵室
廃品シリンダにおける

査察⽤封印き損に対する
再発防⽌対策の実施状況について
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再発防⽌対策 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉

設
備
対
策

（当該品）
廃品シリンダプラグ側 666個
対策︓透明保護カバー⼩

（展開）
廃品シリンダバルブ側 667個
対策︓透明保護カバー⼩・⼤

（展開）
⾮常⽤扉 39個
対策︓透明保護カバー板、バリケード

（展開）
カスケード仕切弁 12個
対策︓バリケード

（展開）
廃品シリンダグループシール 148個
対策︓区画設定フェンス

原
因
の
除
去

⼿順書の改正
廃⽌、頻度⾒直し、接近しない、
⼯事リスクに応じた堅牢保護カバー

⼿順書の改正
共通ルールに作業前・後の健全性確認
ルールを規定

教
育

再発防⽌対策の教育
定期教育資料（１回／年）の改正

再
処
理
か
ら
の
⽔
平

展
開

（追加）査察封印近傍作業洗い出
し後の事業部内共有が不⾜

（追加）作業前後健全性確認エビデン
ス不⾜、主管部署関与する仕組み不⾜

（追加）保障措置の重要性を認識させ
るための教育

納品・対策

ウラン濃縮⼯場におけるき損防⽌対策

濃縮封印き損
▼3/27

調達

洗い出し、改正作業

対策実施設計

設計、試作

調達

▼暫定 ▼暫定追加

▼5/22特別教育

設計、試作、調達 納品・対策 ▼ 7/9完了

▼8/26年１教育

4⽉末
▽▼契約

再処理事象発⽣
▼8/5

残り385個

調達設計、試作 ▼7/9完了

▼ 8/31完了納品・対策調達設計、試作

▼ 8/２６完了

▼ 7/10完了

▼ 6/29完了洗い出し、改正作業

改正作業

改正作業

▼7/9 282個済設計、試作、調達 納品・対策

▼10/16完了

▼10/30完了改正作業

事業部朝会ルールを改正し、査察封印近傍作業を報告・共
有することとした

主管部署が、査察封印近傍作業を統括・管理すること、エビデ
ンスを作成するルール定めた⼿順を新規制定した

改正作業

⼩

⼤

ウラン濃縮⼯場に⼊域す
るすべての社員・協⼒会
社員が対象

８⼿順

⼩

設備対策︓1147個/1532個

４⼿順

１⼿順

２⼿順

対策実施 ▼完了全社員（役員、パート、派遣社員含む）
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透明保護カバー

区画設定

設備対策 常設の引っ掛け防⽌カバー

透明保護カバー⼩ 透明保護カバー⼤ 透明保護カバー板

区画設定フェンス 区画設定フェンス バリケード
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設備対策 ⼯事リスクに応じた堅牢保護カバー

査察封印

単管パイプ＋⾦属⾜場板

査察封印



16

各課（⼯事主管課、保修担当課等） 運営管理課

作業準備

作業後

作業前

作業中

• 運営管理課がランダムに抽出し現場確認
• 作業員への声掛け、注意喚起
• リスクと判断した場合は、作業中⽌を要請

き損防⽌対策を計画

ノーツDB

作業後 査察⽤封印等
の健全性確認を実施

現場確認、健全性確認
チェックシート作成

作業前 査察⽤封印等
の健全性確認を実施

作業当⽇は、
事業部朝会へ報告

作業管理台帳へ
作業情報を⼊⼒

現場確認、健全性確認
チェックシート作成

現場
パトロール作業実施

き損防⽌対策※

保修作業票、保修等作業連絡書、視察 等

き損防⽌対策を
事前に把握

直営作業は各課が、委託作業は協⼒会社
が、⽇々の健全性の状況を、MM/EM、作業
⽇報で確認。

• 運営管理課が現場で確認
• き損防⽌対策妥当性確認
• 健全性結果チェックシートを作成

• 運営管理課が現場で確認
• 健全性結果チェックシートを作成作業とは、「査察⽤封印等近傍作業」をいう。

︓再処理からの⽔平展開

査察封印近傍作業を制限
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保障措置の重要性を意識づける取り組み・教育を強化するため、保障措置・査察機器とは何か、保
障措置におけるき損等のトラブルがどのような影響を⽇本原燃および⽇本国に及ぼすのか、封印き損を
防⽌するための遵守事項などについて教育を⾏い、査察機器・封印のき損防⽌に取り組む。

(1)特別教育（完了）
対象者:ウラン濃縮⼯場に⼊域するすべての社員・協⼒会社員
実施頻度 ︓5⽉22⽇特別教育
⽬的︓3⽉27⽇に発⽣した査察封印のき損について、今回の査察封印き損事象および再発防⽌
対策の内容について⼗分理解し、査察封印き損を再発させないこと。

(2)⼊所時教育/定期教育（継続中）
対象者:ウラン濃縮⼯場に⼊域するすべての社員・協⼒会社員
実施頻度 ︓年1回/⼊所時（2020年8⽉26⽇実施）
⽬的︓査察⽤封印および監視装置に関する要求事項を正しく理解すること。
・禁⽌事項︓⽴⼊禁⽌エリアに近づかない、⽴⼊らない、査察⽤封印に触れない
・遵守事項︓作業前後の健全性確認、き損させた場合は速やかに運営管理課へ連絡
濃縮では、過去3回、当社全体では7回き損したことから、「⼆度とき損させてはならない」というスタ
ンスに⽴ち、再発防⽌対策の理解を深める。

再発防⽌教育




